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改正履歴 

改正番号 実 施 日 Page 内      容 

新規制定 2006.04.28   

A 2006.06.08 10 6.6.2,6.6.3に記載の JIS規格番号 廃番の為 規格番号変

更 

B 2006.06.200 10 6.6.3 (1)誤記訂正  燃料油の種類 

C 2006.09.07 6,7 低背ﾋｭｰｽﾞ用ﾀﾞﾐｰﾋｭｰｽﾞをﾐﾆﾋｭｰｽﾞ用と共用にする。 

D 2007.03.08 全 誤記訂正。JASO D612に準拠。 

E 2010.02.01 3,4,7 ｵｰﾄﾋｭｰｽﾞ 1Aを削除する。 

F 2010.09.29 3 表1に品番を追記する。 

G 2011.09.03 全 ISO8820-3に準拠。ｵｰﾄﾋｭｰｽﾞ Type Bを追加。 

H 2012.02.09 P5 6.1 (6) 誤記訂正 

I 2012.10.26 全 Autofuse Code-Vを追加 

J 2012.12.05 全 Autofuse 溶断時間 135%120秒化 品番表見直し 

K 2013.01.15 
P3,4,5,7,1

1 
製品名称変更 

L 2013.04.16 表紙 BFAT-D,BFMN-D追加 

M 2013.07.04 
表紙 

3,4,5 

BFAT-S,BFMN-S,BFMN-U追加 BFAT-Vを削除  

誤記訂正 

N 2013.07.30 3 品番表に注書きを追加 

Ｏ 2013.09.06 3,4 品番追加(ＢＦＡＴ-Ｂ1/ ＢＦＡＴ-Ｄ 1Ａ 35Ａ) 

P 2013.11.21 3/4/8/13 BFMN-D 1Aを追加/1A試験方法について記載/誤記訂正 

Q 2014.03.14 P3 BFAT-S 1A～4A 追加 

R 2015.07.03 P3,4,5,7 BFAT-B 削除 

S 2015.12.21 P3/P4 BFAT-D品番追加(PA仕様/PES仕様) /誤記訂正 
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1. 適用範囲 

この規格は、自動車の電気装置及び電気回路に使用する、定格電流 40A以下のブレード 

ヒューズ（以下ヒューズという）について規定する。また定格電圧は、BFAT、BFAT-B1、BFAT-D、

BFAT-S、BFAT-U、BFMN、BFMN-D、BFMN-U、BFMN-CBは 32V、BFLPは 58Vとする。 

 

2. 識別 

ヒューズの識別は、表 1に示す定格電流に応じた色分けによる。 

表 1 識別 

 

 

注：品番の*は設変により変更されるため最新の番号は図面を確認すること。 

  8桁目の 0は製品単体を示し包装形態によって変化するため包装仕様書の品番を確認すること。 

 

ﾋｭｰｽﾞ 

定格 

電流 

(A) 

BFAT 

品番 

BFAT-B1 

品番 

BFAT-U 

品番 

BFAT-D 

品番 
BFAT-S 

品番 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 

色 

通常 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ材違い 

1 - - - 103900*0 - 112100*0 黒色 

2 100200*0 - - 102100*0 - 112200*0 灰色 

3 100300*0 - 105300*0 102200*0 - 112300*0 紫色 

4 100400*0 - 105400*0 102300*0 - 112400*0 桃色 

5 100500*0 108110*0 105500*0 104100*0 - 113100*0 黄褐色 

7.5 100700*0 108210*0 105700*0 104200*0 - 113200*0 茶色 

10 101000*0 108310*0 106000*0 104300*0 - 113300*0 赤色 

15 101500*0 108410*0 106500*0 104400*0 - 113400*0 青色 

20 102000*0 108510*0 107000*0 104500*0 102600*0 113500*0 黄色 

25 102500*0 108610*0 107500*0 104600*0 102700*0 113600*0 無色 

30 103000*0 108710*0 108000*0 104700*0 102800*0 113700*0 緑色 

35 - - - 102400*0 102900*0 - 深緑色 

40 104000*0 - - 104800*0 - 113800*0 橙色 

ﾋｭｰｽﾞ 

定格 

電流 

(A) 

BFMN 

品番 

BFMN-CB 

品番 
BFMN-D 
品番 

BFMN-S 
品番 

BFMN-U 
品番 

BFLP 

品番 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 

色 

1 - - 128100*0 － - - 黒色 

2 120200*0 125200*0 128200*0 － 123200*0 119000*0 灰色 

3 120300*0 125300*0 128300*0 － 123300*0 119100*0 紫色 

4 120400*0 125400*0 128400*0 － 123400*0 119200*0 桃色 

5 120500*0 125500*0 128500*0 127100*0 123500*0 119300*0 黄褐色 

7.5 120700*0 125600*0 128600*0 127200*0 123600*0 119400*0 茶色 

10 121000*0 125700*0 128700*0 127300*0 123700*0 119500*0 赤色 

15 121500*0 125800*0 128800*0 127400*0 123800*0 119600*0 青色 

20 122000*0 125900*0 128900*0 － 123900*0 119700*0 黄色 

25 122500*0 126200*0 127800*0 － 124200*0 119800*0 無色 

30 123000*0 126300*0 127900*0 － 124300*0 119900*0 緑色 

40 - - - - - - 橙色 
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3. 性能 

3.1 一般 

ヒューズは、6.の試験方法によって試験を行ったとき、表 2の要求性能を満たさなければならない。 

表 2 性能 

NO. 試験項目 性能 試験方法 

3.2 電圧降下 最大電圧降下は、表3に示す値を超えてはならない。 6.2及び6.9 

3.3 溶断時間 

ヒューズの溶断時間は、表4に示す範囲内でなけれ 

ばならない。 

溶断後、端子間の漏れ電流は直流32Vで測定し、 

0.5mA以下でなければならない。 

6.3及び6.9 

3.4 
トランジェント 

電流断続耐久 それぞれの試験後、ヒューズは3.2電圧降下、3.3溶 

断時間、3.8端子強度の性能に適合しなければなら 

ない。 

6.4及び6.9 

3.5.1 気候負荷 6.5.1及び6.9 

3.5.2 化学負荷 6.5.2及び6.9 

3.5.3 機械負荷 6.5.3及び6.9 

3.6 ステップ通電 
溶断後、端子間の漏れ電流は直流32Vで測定し、 

0.5mA以下でなければならない。 
6.6及び6.9 

3.7 遮断容量 

溶断後、端子間の漏れ電流は直流32Vで測定し、 

0.5mA以下でなければならない。なお、次の現象が生じ 

てはならない；連続的なｱｰｸの発生、目視できる外表面 

の貫通孔及び端子部の溶解 

6.7及び6.9 

3.8 端子強度 試験後、端子の変位量は0.5mm以下とする。 6.8及び6.9 

 

表 3 電圧降下             表 4 溶断時間 

ﾋｭｰｽﾞ定格電流 

A 

最大電圧降下 

mV  試験電流 

A 

溶断時間 

s 
対称品名 

1 250  

最小 最大 2 225  

3 
200 

 定格電流の 110% 100(h) － BFAT 

BFAT-Ｂ1 

BFAT-U 

BFAT-D 

BFAT-S 

BFMN-D 

4  定格電流の 135% 0.75 120(240) 

5 175  定格電流の 160% 0.25 50 

7.5 150  定格電流の 200% 0.15 5 

10 140  定格電流の 350% 0.04 0.5 

15 

125 

 定格電流の 600% 0.02 0.1 

20 ※4A以下は()内の溶断時間である。  

25  
試験電流 

A 

溶断時間 

s 対称品名 30 

120 

 

35  最小 最大 

40  定格電流の 110% 100(h) － 

BFMN 

BFMN-CB 

BFMN-U 

BFLP 

定格電流の 135% 0.75 600 

定格電流の 160% 0.25 50 

定格電流の 200% 0.15 5 

定格電流の 350% 0.04 0.5 

定格電流の 600% 0.02 0.1 
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4. 形状及び寸法 

ヒューズの形状及び寸法は、図 1による。 

単位 mm 

 

    BFAT, BFAT-B1, BFAT-U,BFAT-D,BFAT-S     BFMN, BFMN-CB,BFMN-D,BFMN-S,BFMN-U 

 

 

BFLP 

図 1 形状･寸法 
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5. 外観 

ヒューズは、使用上有害な欠陥がなく、電気的な接続状態が認識できるものとする。 

 

6. 試験方法 

6.1 試験条件 

ヒューズは、特に指定がない限り、次の条件に従って試験を行う。 

(1) 振動耐久及び温湿度サイクル以外は、ヒューズの端子面を水平に取付ける。 

(2) すべての電気的試験は、図 2に示す試験配置に従い、電流、電圧に許容差規定のないもの

は±2%の範囲内に維持された直流で、温度 23±5℃とする。 

(3) 電気的な試験に使用する接続電線は、ISO 6722-4による。 

(4) ヒューズへの接続は、表 5に規定された接続電線で長さ 500±50mmとする。 

2つ以上のヒューズを直列に試験する場合には、150mm以上の間隔を置いて取付ける。 

(5) 振動耐久及び耐環境は、ヒューズに通電しない。 

(6) 試験装置接続部の電圧降下（Vcd－Vab）は 2mV/A以下、全電圧降下（Vef）は 4mV/A以下

でなければならない。測定は、図 3に示すダミーヒューズを用い、10Aの電流を通電して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 試験配置 
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単位 mm 

 

 

ダミーヒューズ（BFAT用・BFAT- B1用） 

 

 

 

ダミーヒューズ（BFMN用・BFLP用） 

 

備考 材質は、銅合金とする。 

図 3 ダミーヒューズ 
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表 5 接続電線 

ヒューズ定格電流 

A 
接続電線の呼び 

1 

0.35 
2 

3 

4 

5 0.5 

7.5 0.75 

10 1.0 

15 1.5 

20 
2.5 

25 

30 4 

35 
6 

40 

 

6.2 電圧降下 

電圧降下（mV）は、ヒューズに定格電流を15分間通電してから、図2の試験配置図（低背ヒューズ

の場合）に示すヒューズ端子の点 aと点 bの間で測定する。 

 

6.3 溶断時間 

溶断時間は、試験に先立ち、試験装置及びヒューズを 23±5℃に安定させる。表 4に規定された

試験電流に電源を調整して、ヒューズに通電する。各ヒューズにこの手順を繰り返す。特に、多数

のヒューズを試験する場合には、試験装置の過熱を防止するために十分な冷却時間を見込んで

おく。 

 

6.4 トランジェント電流断続耐久 

トランジェント電流断続耐久は、図 4のように、初期電流を定格電流 5A以下のヒューズでは定格

電流の 460～500％、又は定格電流 5Aを超えるヒューズでは定格電流の 560～600％とし、0.025

秒後において定格電流の 165～250％を経て、定格電流の 90%以下にならない定常電流まで下が

るトランジェント電流を、最小 50,000回繰返し通電する。 

 
図 4 トランジェント電流断続サイクル 
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6.5 耐環境 

6.5.1 気候負荷 

6.5.1.1 気候負荷（温湿度耐久） 

温湿度耐久は、ヒューズに図 5のように、次の温湿度サイクルを 10回繰り返し与える。 

(1) 温度 23±5℃、相対湿度（RH）45～75％に 4時間放置する。 
(2) 温度、相対湿度を 0.5時間以内に、55±2℃、95～99％RHに上げる。 
(3) 55±2℃、95～99%RHに 10時間放置する。 
(4) 温度を 2.5時間以内に、－40±2℃に下げる。 
(5) －40±2℃に 2時間放置する。 
(6) 温度を 1.5時間以内に、120±2℃に上げる。 
(7) 120±2℃に 2時間放置する。 
(8) 温度を 1.5時間以内に、23±5℃に復帰する。 
 備考 1. 1サイクル 24時間とする。 

2. 上記(4)～(8)の間は湿度を調整しない。 

 

図 5 温湿度耐久 
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6.5.1.2気候負荷（耐熱衝撃） 

耐熱衝撃は、ヒューズを図 6のように、熱衝撃を 48回繰り返し与える。 

(1)温度－40±2℃に 20min放置する。 

(2)15ｓ以内に温度を推移させる。 

(3)温度 100±2℃に 20min放置する。 

(4) 15ｓ以内に温度を推移させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 耐熱衝撃 

 

 

6.5.2 化学負荷 

ディーゼル燃料、バイオディーゼル燃料、ガソリン（無鉛）、ブレーキ液（DOT4）、クーラント添加物、

及びエンジンオイル（マルチグレード）の各液体(ISO 16750-5又は JASO D 0145-5参照)を浸した

綿布によって、ヒューズの表面を 5Nの荷重で 5回塗布する（IEC 60068-2-70参照） 

 

6.5.3 機械負荷 
機械負荷試験は、ISO 16750-3の4.1.2.4 [試験Ⅳ－乗用車、ばね上質量（車体）] （又は JASO D 

014-3の 4.1.3.1.5 試験Ⅳ－ばね上（車両ボデー）取付機器：乗用車用）又は 4.1.2.7[試験Ⅶ－商

用車両、ばね上質量]（又はJASO D 014-3の4.1.3.2.3 試験Ⅶ－ばね上（車両ボデー）取付機器：

商用車用）による。ただし、受渡当事者間の協定によって、代替試験条件に変更してもよい。 

 

6.6 ステップ通電 

ヒューズの定格電流を5分間通電する。その後、ヒューズが溶断されるまで、電流値を5分ごとにヒ

ューズ定格の 2.5％ずつ増加させる。 

 

6.7 遮断容量 

遮断容量は、図 7に示す回路で、ヒューズに 1000(+50,-0)Aの電流を、直流電圧 32(+2,-0)V、時

定数 2.0±0.5msの電源装置からヒューズが溶断し電流が流れなくなるまで供給する。ヒューズに

接続する電線は、最小長さ 500±50mmとし、電線の呼びは表 5の規定に従うものとする。 

 



PES-05-01-04-E 規定帳票               

                      

                                                          Page：11/12 

MANUAL No.PES-A47-006                            REVISION:S 

 

       備考 図中の記号は、次による。 

 A ：電流計 

 K ：ダミーヒューズ 

 L ：空心インダクタンス 

 Q ：直流 32V電源 

 R ：可変抵抗 

 Sch ：スイッチ 

 Si ：試験装置に取付けたヒューズ 

 

図 7 遮断容量試験回路 

 

6.8 端子強度 

端子強度は、図 8に示す方法で、下表に示す力をヒューズの端子に加える。 

 

 F1(N) F2(N) F3(N) 

BFAT 

BFAT-B1 
70±1 15±1 7.5±1 

BFMN,BFLP 50±1 10±1 5±1 

 

図 8 端子強度試験方法 

 

 

 



PES-05-01-04-E 規定帳票               

                      

                                                          Page：12/12 

MANUAL No.PES-A47-006                            REVISION:S 

6.9 試験順序 

試験は、表 6の順序に従って行うものとする。 

 

表 6 試験順序 

試験 
試験項目 要求事項 試験方法 

試験サンプルグループ 

順序 1 2 3 4 5 6 7 

1 寸法及び表示 4及び7 4及び7 8 10           

2 電圧降下 3.2 6.2 8             

3 端子強度 3.8 6.8 8 10 8         

4 耐環境（気候負荷） 3.5.1 6.5.1       10       

5 耐環境（化学負荷） 3.5.2 6.6.2         10     

6 耐環境（機械負荷） 3.5.3 6.5.3           10   

7 トランジェント電流断続耐久 3.4 6.4             10 

8 電圧降下 3.2 6.2       10 10 10 10 

9 ステップ通電 3.6 6.6     8         

10 遮断容量 3.7 6.7 8             

11 溶断時間 

定格電流の110% 

3.3 6.3 

  10   10 10 10 10 

定格電流の135%   2   2 2 2 2 

定格電流の160%   2   2 2 2 2 

定格電流の200%   2   2 2 2 2 

定格電流の350%   2   2 2 2 2 

定格電流の600%   2   2 2 2 2 

12 端子強度 3.8 6.8 8 10 8 10 10 10 10 

 

 

備考 1. 各試験サンプルグループは、8個又 10個 のﾋｭｰｽﾞ用いる（合計 66個）。 

   2. 溶断時間の試験サンプルグループ 2、4、5、6、7にある「2」は、110％の試験をした各グル

ープ 10個のヒューズを 135％から 600％の試験のために分配する各々の個数「2個」を

意味する。 

 

7. 表示 

ヒューズには、定格電流、定格電圧、製造業者名又はその略号を表示する。 

 

 


